
標準マフラー及び交換用マフラーの騒音レベルと規制値との比較

２．（二輪車）
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Ｃ 　  ●　標準マフラー装着車（１７台）

　  ×　交換用マフラー装着車（１７台）※※

※交換用マフラー装着車の１７台については、６台の車両により測定（１台あたり２又は３装置）した結果を示す。

１．（乗用車）
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　　●　標準マフラー装着車（２７台）

　　×　交換用マフラー装着車（６３台）

注１．測定した車両は、整備不良車等を除く使用過程車を無作為に市場より抽出したものである。
　
注２．交換用マフラー装着車とは、使用過程車に新品の交換用マフラーを装着した車両である。



１．調査した対象車両の割合

　

２．一般市街地におけるマフラー交換実態調査結果

３．車種タイプ別にみたマフラーの改造実態

1%

1%

1%

軽自動車・軽トラ 98% 0%

94% 5%

2%

ＲＶ車

0%

全　体 94% 5%

バス 100% 0%

乗用車 93%

※（独）交通安全環境研究所調べ。

6%

※ 全体では、標準マフラーが９４％と大半を占めていた。

四輪車の交換用マフラーの普及状況に関する調査結果

標準マフラー 交換用マフラー
　　※ 車種タイプ別のすべてにおいて標準マフラーが９３％以上であった。

判別不能

乗用車,
723, 60%

軽自動車・
軽トラ, 107,
9%

ＲＶ車, 362,
30%

トラック・バ
ス, 8, 1%

標準 1,126 94%

交換用 62 5%

判別不明 12 1%

乗用車
７２３台
（６０％）

バス（※１）
８台
（１％）

軽自動車・軽トラ
１０７台
（９％）

ＲＶ車
３６２台
（３０％）

交換用マフラー
装着車
６２台
（５％）

判別不明
１２台
（１％）

標準マフラー
装着車
１，１２６台
（９４％）

●「標準マフラー装着車」と
　はノーマル仕様のマフラー
　を装着した車両を示す。

●「交換用マフラー装着車」
　とは使用過程においてノー
　マル仕様以外のマフラーに
　交換された車両を示す。

○主要調査地点：①渋谷・新宿・池袋周辺エリア、②新橋・浜松町・五反田・大井町・天王
　洲アイル駅周辺エリア、③横浜駅周辺エリア、④ＮＨＫホール・お台場周辺エリア、⑤代々
　木公園・駒沢公園・砧公園周辺エリア等。
○有効回収数：１，２００サンプル（台）。
○調査日：２００５年２月中旬～３月上旬。

（※１）注釈：トラックについては、サンプルデータなし。



１．調査した対象車両の割合

　

２．一般市街地におけるマフラー交換実態調査結果

３．排気量別にみたマフラーの改造実態

二輪車の交換用マフラーの普及状況に関する調査結果

※ 全体では、交換用マフラーが約４２％を占めていた。

全　体 42%58%

45%

54%

原付一種

251～400cc

93%

90%

55%

標準マフラー 交換用マフラー

原付二種

軽二輪

※（社）日本自動車工業会調べ。46%

　　※ 軽二輪以上の排気量クラスの改造率が高かった。

7%

10%

45%

55%

401cc以上

400cc～,
239, 7%251～

400cc,
650, 20%

原付二種,
118, 4%

軽二輪,
1904, 60%

原付一
301, 

JMCA認定
149 5% 標準 1,852

57%

原付一種
３０１台
（９％）

40１cc以上
２３９台
（７％）

251～400cc
６５０台
（２０％）

軽二輪
１，９０４台
（６０％）

交換用マフラー装着車
１，３６０台
（４２％）

標準マフラー装着車
１，８５２台
（５８％） ●「標準マフラー装着車」

　とはノーマル仕様のマフ
　ラーを装着した車両を示
　す。

●「交換用マフラー装着
　車」とは使用過程におい
　てノーマル仕様以外のマ
　ラーに交換された車両を
　示す。

○主要調査地点：①原宿・表参道・渋谷周辺エリア、②新宿駅周辺エリア、③池袋駅周辺
　エリア、④横浜駅・桜木町駅周辺エリア、⑤上野駅周辺エリア、⑥大学駐輪場等。
○有効回収数：３，２１２サンプル（台）。
○調査日：２００３年７月下旬～８月上旬。

原付二種
１１８台
（４％）



自動車騒音規制の経緯 

 

 自動車騒音問題については、その発生源対策として、これまで自動車に対し、昭和 27 年に 

定常走行騒音及び排気騒音に対する規制が導入され、さらに昭和 46 年からは、市街地を走行 

する際に発生する最大の騒音である加速走行騒音に対する規制が導入された。 

その後、これらの騒音について以下のように逐次規制強化されてきている。 

 

昭和 27 年   騒音規制の導入（定常走行騒音、排気騒音）（運輸省令） 

昭和 46 年   加速走行騒音規制の導入（運輸省令） 

昭和 48 年   中央公害対策審議会諮問｢自動車騒音の許容限度の長期的設定方策について｣ 

昭和 51.52 年  加速走行騒音、全車種規制強化（環境庁告示及び運輸省令、以下同じ） 

昭和 51 年    中央公害対策審議会答申｢自動車騒音の許容限度の長期的設定方策について｣ 

昭和 54 年    加速走行騒音、全車種規制強化 

 

昭和 57 年   加速走行騒音の逐次規制強化 

昭和 58 年 

昭和 59 年     

昭和 61 年 

昭和 62 年  

 

昭和 61 年    二輪車・原動機付自転車に対する近接排気騒音規制の導入 

昭和 63 年   四輪車に対する近接排気騒音規制の導入 

平成元年                                          

 

平成３年   中央公害対策審議会諮問「今後の自動車騒音低減対策のあり方について」 

平成４年   中央公害対策審議会「今後の自動車騒音低減対策のあり方について」中間答申 

平成７年    中央環境審議会「今後の自動車騒音低減対策のあり方について（自動車単体 

対策関係）」答申 

平成 10 年     大型バス、乗用車（６人以下）、軽二輪、第１種原付の規制強化 

平成 11 年    GVW1.7t 以下の小型車､ﾎﾞﾝﾈｯﾄ型軽貨物自動車､乗用車（６人超）の規制強化 

平成 12 年     中型バス、GVW1.7t 超の小型車、ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞ型軽貨物自動車の規制強化 

平成 13 年     大型車の全輪駆動車､ﾄﾗｸﾀ､ｸﾚｰﾝ車及びﾄﾗｯｸ、中型車の全輪駆動車及びﾄﾗｯｸ、 

小型二輪、第２種原付の規制強化 



自 動 車 騒 音 規 制 の 経 緯
（単位：デシベル）

定 常 走 行 騒 音 排気騒音 近 接 排 気 騒 音 加 速 走 行 騒 音
規 制 年 規 制 年 規 制 年自 動 車 の 種 別

26年規制 46年規制 10～13年規制 26年規制 46年規制 61～元年規制 10～13年規制 46年規制 51･52 年規制 54年規制 57～62年規制 10～13年規制

[平成13年] [平成13年] [平成13年]全輪駆動車、トラク ８３ ８２
タ及びクレーン車 《△1.0》 ［61年］ 《△１》

車両総重量が3.5ﾄﾝ
[平成13年] [平成13年] [平成13年]大型車 を超え、原動機の ト ラ ッ ク ８０ ８０ １０７ ９９ ９２ ８９ ８６ ８３

最高出力が150ｷﾛﾜｯﾄ (84.0) 《△８》 ［60年］
を超えるもの ８２ ［元年］ ［51年］ ８１

[平成10年] [平成10年] [平成10年]バ ス
《△2.0》 ［59年］ 《△２》

[平成13年] [平成13年] [平成13年]車両総重量が3.5ﾄﾝ 全 輪 駆 動 車 ８０ ８１
を超え、原動機の 《△2.0》 《△２》

中型車 最高出力が150ｷﾛﾜｯﾄ ７８ ７８ １０５ ９８ ８９ ８７ ８６ ８３
[平成13年] [平成13年] [平成13年]以下のもの ト ラ ッ ク (82.0) ７９ ８０
[平成12年] [平成12年] [平成12年]バ ス 3.0 ［元年］ 《△7》 ［51年］ ［58年］ 《△3》《△ 》

[平成12年] [平成12年] [平成12年]軽自動車 1.7t<GVW 全輪駆動車
[平成11年] [平成11年] [平成11年]車両総重量が3.5ﾄﾝ 以外 GVW 1.7t ［60年］≦

小型車 以下のもの ８５ ７４ ７４ ８５ ７４ １０３ ９７ ８５ ８３ ８１ ７８ ７６
[平成12年] [平成12年] [平成12年]軽自動車 ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞ (78.0) ﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｽ
[平成11年] [平成11年] [平成11年]ﾎﾞﾝﾈｯﾄ 4.0 ［元年］ 《△6》 ［52年］ ［59年］ 《△2》《△ 》

[平成11年] [平成11年] [平成11年]乗車定員６人超
専ら乗用の用に供す

乗用車 る乗車定員10人以下 ７０ ７２ ７０ １０３ 〈100〉 ８４ ８２ ８１ ７８ ７６96
[平成10年] [平成10年]のもの 乗車定員６人以下 (74.0) 《△７》《△３》

《△2.0 》 ［63年］ ［52年］ ［57年］ 《△２》[平成10年]

[平成13年] [平成13年] [平成13年]二輪の小型自動車（総排気量 小型 (78.1) ７２ ９４
二輪自 0.250 を超えるもの) 及び 《△6.1 》 《△５》 ８６ ［51年］ ［62年］?
動車 二輪の軽自動車（総排気量 ７４ ７４ ９９ ８３ ７８ ７５ ７３

[平成10年] [平成10年] [平成10年]0.125 を超え0.250 以下のも 軽 (75.1) ７１ ９４? ?
の） 《△4.1 》 ［61年］ 《△５》 ８４ ［51年］ ［60年］ 《△２》

[平成13年] [平成13年] [平成13年]第二種原動機付自転車 (総排気 第二種 (71.1) ６８ ９０
原動機 量0.050 を超え、0.125 以下 《△3.1 》 《△５》 ８２ ［51年］ ［61年］? ?
付自転 のもの）及び第一種原動機付 ７０ ７０ ９５ ７９ ７５ ７２ ７１

[平成10年] [平成10年] [平成10年]車 自転車（総排気量0.050 以下 第一種 (69.6) ６５ ８４?
のもの) 《△4.6 》 ［61年］ 《△11》 ８０ ［51年］ ［59年］ 《△１》

使用 全 車 ８５ ８５ ８５ ８５ ８５ 新車と同一 新 車 と 同 一
過程車

（注）1.定常走行騒音の46年規制の欄中（ ）内の数値は、測定速度及び測定位置の変更による現行規制値の換算値を示す。
2.［ ］内は、規制年を示す。
3.《 》内は、定常走行騒音にあっては旧規制値の換算値からの削減量、近接排気騒音及び加速走行騒音にあっては旧規制値からの削減量を示す。
4.〈 〉内は、リヤエンジン車を示す。
5.元年規制以前については、「150キロワット」を「200馬力」と読み替える。
6.近接排気騒音規制は、排気騒音規制に替えて導入された。
7.近接排気騒音の規制値の欄中、使用過程車についての「新車と同一」とは、車種ごとに新車時に適用された数値と同じ数値が、その車が使用過程に入った段階においても適用されることを示す。
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試験方法概要
一定速度で進入し、
A-A'ラインに達したら全開加速
B-B'ラインに達したらスロットル全閉
A-A'、B-B'間の最大騒音を測定する
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B-B'ラインに達したらスロットル全閉
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日 本 米 国 欧 州

日・米・欧の測定法の比較 （加速走行騒音）

試験方法概要【加速】
一定速度で進入し、
A-A'ラインに達したら全開加速
B-B'ラインに達したらスロットル全閉
A-A'、B-B'間の最大騒音を測定する

Ａ

Ｂ Ｂ’

Ａ’

15 15

エンドゾーン

エンドライン
（ｽﾛｯﾄﾙ全閉）

マイク

（地上1.2）

マイク

（地上1.2）
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試験方法概要【減速】
一定速度で進入し。
減速ラインに達したらスロットル全閉とし最大騒音を
測定する

（一定速）

〔単位ｍ〕

（一定速）

加速ライン
（スロットル全開）

減速ライン
（スロットル全閉）

7.5
３７.5

7.5

7.5



日・米・欧の測定法の比較 （近接排気騒音）

自動車 二輪車

○最高出力時の回転数：Ｓ

○マイクロホンの位置：Ｍ1

０．５ｍ０．５ｍ（２０インチ）０．５ｍＭ１（距離）

排気管開口部中心高さ又は０．２ｍ
のいずれか高い方

排気管開口部中心高さ又は０．２
ｍ（８インチ）のいずれか高い方

排気管開口部中心高さ又は０．２ｍ
のいずれか高い方

Ｍ１（高さ）

Ｓ＞5000ｒｐｍの場合：１／２Ｓ3／4S一定Ｓ＞5000ｒｐｍの場合：１／２ＳＳ（二輪車）

3／4S一定(ｽﾛｯﾄﾙオフ）3／4S一定3／4S一定(ｽﾛｯﾄﾙオフ）Ｓ（四輪車）

欧州米国日本



日米欧の騒音規制の比較
（乗用車）

７４ｄＢなし
（州法ベース：カリフォ
ルニア州では８０ｄＢ）

７６ｄＢ加速走行

騒音

７２～７６ｄＢ
（試験速度=80km/h,
タイヤ単体）

なし７２ｄＢ
（試験速度=50km/h）

定常走行

騒音

なし
（ＥＵとしては測定法のみ規定）

（規制は各国が国内法等で独自

に実施）

なし
（州法ベース：カリフォ
ルニア州では９５ｄＢ）

９６ｄＢ
（リアエンジン１００ｄＢ）

近接排気

騒音

欧州米国日本

（※）試験法は各地域で異なる。



（二輪車）

８０ｄＢ８０ｄＢ７３ｄＢ加速走行

騒音

なしなし７２ｄＢ
（試験速度=50km/h）

定常走行

騒音

なし
（ＥＵとしては測定法のみ規定）

（規制は各国が国内法等で独自

に実施）

なし９４ｄＢ近接排気

騒音

欧州
（総排気量176cc以上
の例を示す）

米国
（全排気量）

日本
（総排気量251cc以上
の例を示す）

（※）試験法は各地域で異なる。



（注） １．乗用車には軽乗用車を含む。
２．小型貨物車には軽貨物車を含む。
３．小型特殊、原付二種及び原付一種は含まず。

※国土交通省統計資料より
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※警察庁資料より作成

騒音関係違反検挙件数の推移
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※苦情件数はすべての地域
出典：騒音規制法施行状況調査より

１．自動車交通騒音の苦情件数推移
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環境基準について概略

昼間 夜間

専ら居住地で２車線
以上の道路に面す
る

60dB以下 55dB以下

主として居住地で２
車線以上および商
工業住宅地で沿道

65dB以下 60dB以下

２．幹線交通を担う道路（※１）に近接する空間（※２）の環境基準達成状況

※１「幹線交通を担う道路」は、高速自動車国道、都市高速道路、
一般国道、都道府県道、４車線以上の市町村道としている。
※２「幹線交通を担う道路に近接する空間」は、次の車線数の区分
に応じ道路端からの距離により範囲が特定される。
      ・２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 １５メートル
      ・２車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 ２０メートル

地域の区分
基準値

騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとし、
時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベルに
よって評価することを原則とする。
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単位 上段　住居等戸数（千戸）
     下段　（比率（％））

［　］内は、評価対象住居等戸数

[1,016.5千戸]



※ 苦情件数は指定地域内のみ

指定地域とは騒音規制法第３条第１項に定める「…住民の生活環
境を保全する必要があると認める地域…、」を指す

※

３．自動車交通騒音に係る苦情に対する
測定件数及び要請限度超過件数
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